
【基本部分：認知症対応型通所介護費】 R1.10.1現在
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を掛けた値が金額となります。

  ※上記の基本利用料は厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これらの

     基本料金も自動的に改訂されます。その場合は事前に新しい基本料金を書面でお知らせします。

【加算】
　以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
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利用者負担金
(3割負担の方)

(1割負担の方)
利用者負担金 利用者負担金

(2割負担の方)
利用者負担金
(3割負担の方)

通所介護費
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円入浴介助加算
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円

円

50
単
位

円

生活機能向
上連携加算

100
単
位

円

入浴介助を行った場合
(1回につき)

当該加算の算定要件を満たす場合
(1月につき)

106

円

円

サービス提供
体制強化加算

Ⅰイ

サービス提供
体制強化加算

Ⅰロ

サービス提供
体制強化加算

Ⅱ

18
単
位

12

6

単
位

単
位

当該加算の体制・人材要件を満た
す場合。(1月つき)

※加算Ⅰイ、加算Ⅰロ又は加算Ⅱの
いずれか１つを算定する。
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889要介護１

要介護２

要介護３
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個別機能訓練
加算

単位数
加算の種類

円 円27
単
位

加算の要件(概要)

当該加算の体制・人材要件を満た
し、利用者へ機能訓練を行った
場合。 (1日につき)

利用者負担金
(1割負担の方)

利用者負担金
(2割負担の方)

加算額

円

所要時間
(1回あたり)

利用者の
要介護度 基本単位

7時間以上
8時間未満

5時間以上
6時間未満

849

931

※利用料の算定については、利用単位の合計に
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1081
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1272
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【減算】
　以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が減算されます。

特定介護職員
処遇改善加算

Ⅰ 当該加算の算定要件を満たす
場合Ⅰ・Ⅱのいずれか１つを
算定する。

利用単位の3.1％

特定介護職員
処遇改善加算

Ⅱ
利用単位の2.4％

148 円

297 円

減算額

利用者負担金 利用者負担金 利用者負担金
(1割負担の方) (2割負担の方) (3割負担の方)

同一建物減算 94
単
位

円 円

送迎を行わな
い場合の減算

47
単
位

316

10

127

316

475 円

16 円

190 円

475 円円

円

円 99

198

49

99

60
単
位

円 円64

158

利用単位の10.4％

利用単位の76％

利用単位の42％

加算Ⅲの90％

加算Ⅲの80％

円

減算の種類
単位数

栄養スクリーニン
グ加算 5

単
位

介護職員処遇
改善加算Ⅴ

介護職員処遇
改善加算Ⅰ

介護職員処遇
改善加算Ⅱ

介護職員処遇
改善加算Ⅲ

介護職員処遇
改善加算Ⅳ

口腔機能向上
加算

150
単
位

円

利用者に対し、6ヵ月毎に栄養状態につい
て｢確認を行い、当該利用者に係る情報を
介護支援専門員に文書で共有した場合に
算定する。 （1回につき）

若年性認知症利用者ごとの担当者を
中心に、特性やニーズに応じたサー
ビスを行った場合。（1日につき）

言語聴覚士等が、利用者ごとの個別
の口腔機能改善管理指導計画を作成
するなどのサービスを行った場合。
（1日につき）

栄養改善加算 150
単
位

円

若年性認知症
利用者受入加

算

158

5 円

円

管理栄養士が利用者ごとの栄養状態
等に配慮した栄養ケア計画を作成す
るなどのサービスを行った場合。（1

回につき）

当該加算の算定要件を満たす
場合
※加算Ⅰ～Ⅴのいずれか１つ
を算定する。

　
※当該加算は区分支給限度額
の　　　算定対象から除かれ

ます。

減算の要件(概要)

利用者に対して、その居宅と指定
通所介護事業所との送迎を行わな
い　場合(片道につき)

同一建物居住又は同一建物から利用する
方にサービスを行う場合(1日につき)


